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学校生活支援シート（個別の教育支援計画）の作成について 
 

１ 「学校生活支援シート（個別の教育支援計画）」は、特別な支援を必要とする児童・生

徒に対して、本人や保護者の希望を踏まえながら、長期的な視点に立って乳幼児期から

学校卒業後までの一貫性のある支援を行うための「ツール」となるものです。 

① 保護者、教育、保健・医療、福祉等が連携し児童・生徒を支援していく継続的な計画

です。 

児童・生徒や保護者の希望を踏まえるとともに、児童・生徒を中心に、保護者や関係機 

関がそれぞれの役割分担を確かめ、必要となる支援を行っていくためのものです。 

② 教育、保健・医療、福祉が行ってきた支援の情報を共有するものです。 

これまで行ってきた支援を整理するとともに、支援に関する必要な情報を記載し、乳

幼児期から学校卒業後まで一貫性のある支援を行っていくためのものです。 

③ 入学時や進級・進学時の引継ぎを確実に行うためのものです。 

指導や支援の成果、児童・生徒の変化、有効であった支援等を保護者と確認し、確実

に引き継ぐためのものです。 

＊「学校内における支援」だけではなく、学校卒業後も適時・適切な支援を受けること

ができるよう、関係機関等と連携して学校生活を支えるという視点をもつことが大切

です。 

 

２ 「学校生活支援シート（個別の教育支援計画）は、児童・生徒一人一人を支援するた

めのツールであり、本人や保護者の希望を十分に踏まえ、学級担任、特別支援教育コー

ディネーター等が中心となって、管理職や外部の専門家の支援を受けながら、学校全体

で作成し、校長が確認します。 

① 学校生活支援シートの様式については、東京都教育委員会から示されている、「学校生

活支援シート（個別の教育支援計画）」を参考様式としながら、学校の実態に応じて作成

します。ただし、本人や保護者の願い、支援機関の支援、支援会議の記録、保護者のサ

インについての項目は必ず設定するようにしてください。 

  ＜作成する対象＞ 

・特別支援学級に在籍する児童・生徒 

・通級による指導を受ける児童・生徒 

・通常の学級に在籍する障害のある児童・生徒 

・その他、特別な支援が必要であると学校が判断した児童・生徒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 「学校生活支援シート（個別の教育支援計画）」に示された、「学校の指導・支援」の

中でも学習に関する支援を具体化したものが、「個別指導計画」です。 

「個別指導計画」は、児童・生徒一人一人の障害の状態等に応じたきめ細やかな指導

を行うことができるよう、より具体的に指導目標や指導内容・方法を設定して作成して

いきます。「個別指導計画」を作成するにあたっては、「学校生活支援シート（個別の教

育支援計画）」の内容を踏まえるとともに、学校における教育課程や指導計画等を考慮す

【参考資料】 

特別支援学級に在籍する児童・生徒や通級による指導を受ける児童・生徒については、個々の児

童・生徒の実態を的確に把握し、個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成し、効果的に活用す

るものとする。 

＜参照＞ 

・小学校学習指導要領（平成２９年告示） 解説 総則編 P１１２～ 

・中学校学習指導要領（平成２９年告示） 解説 総則編 P１１１～ 

・特別支援学校教育要領・学習指導要領（平成２９年告示） 

 解説 総則編（小学部・中学部） P２８３～ 
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る必要があります。 

「個別指導計画」は「学校生活支援シート」の本人や保護者の願い、支援の目標など

を踏まえて作成します。 

③ 入学や転学後、速やかに新たな「学校生活支援シート（個別の教育支援計画）」を作成

します。 

・入学、転学前から「就学支援シート」等を活用している場合 

就学前機関や前籍校から「就学支援シート」や「学校生活支援シート（個別の教 

育支援計画）」を受け取り、保護者を交えて作成します。 

・入学、転学後初めて「学校生活支援シート（個別の教育支援計画）」を作成する場合 

本人保護者の希望を十分に聞き取るとともに、支援の方向性を決めて作成します。 

その際、支援会議を開くなどして、できる限り、支援者や支援機関からの意見を聴取

し、統一した目標に向けた支援が行えるようにします。 

また、保護者がより必要な支援について検討しやすいように情報を提供するととも

に、検討に当たっては必要に応じて支援をしていく必要があります。 

 

３ 引継ぎ会の実施と学校生活支援シートの引継ぎについての留意点 

① 学校生活支援シート（個別の教育支援計画）を日頃の指導や支援に役立てていくために

は、進級・進学時等の引継ぎを充実させることが欠かせません。特に保護者が主体的に関

わり、「安心」してもらうためには、保護者の参画を求めることが不可欠です。 

② 学校生活支援シートの引継ぎは保護者の了解を得て実施し、必要に応じて本人の了解を

得ることが必要です。 

③ 引継ぎ会を行う場合には、学級担任もしくは特別支援教育コーディネーターが必ず校長

及び副校長の了解を得てください。 

④ 相手校に対し、引継ぎ会の実施を依頼する場合には、必ず両校の管理職同士で連絡を取

り合った上で、学級担任もしくは特別支援教育コーディネーターが日程や場所、内容等の

調整をします。 

⑤ 引継ぎ会には、可能な限り保護者の参画を求めるようにしてください。 

⑥ 引継ぎ会を実施する際には、「送る側」は事前に保護者と打合せを行い、「受ける側」に

提供する資料や情報について共通理解を図るようにしてください。 

⑦ 引継ぎ会で取り扱う情報は全て個人情報であり、関係者はその取扱いに十分留意してく

ださい。 

⑧ 上級学校進学等の移行時においても、途切れることのない一貫した支援を提供するため、

学校生活支援シートの引継ぎ、学校間や関係機関も含めた情報交換等により、合理的配慮

の引継ぎを行うことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：「つながり」と「安心」 保護者とともに作る個別の教育支援計画 

            ～学校生活支援シートと学校生活支援ファイルの活用事例～  

                       東京都教育委員会（平成２８年３月） 
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（学校生活支援シート：記入例） 
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（参考様式）通常の学級 
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（参考様式）特別支援学級 
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